


はじ めに

　現在、子どもを取り巻く生活環境の急激な変化を背景として、心と体の両面

に関わる様 な々健康課題が生じています。特にストレスによる心身の不調など

メンタルヘルスに係る課題への対応や、ぜん息、アトピー性皮膚炎、食物アレ

ルギーなどのアレルギー疾患への対応、薬物乱用、感染症の問題など、継続

的な取組みが必要とされる課題が顕在化しております。

　これらの健康課題への解決に当たっては、正しい理解に基づく迅速かつき

め細やかな対応が必要です。日々の健康観察において、子どもの示す表情や

行動のささいな変化に気付き、課題を把握し、的確な対応を図ることが求めら

れています。また、子どもの心と体の悩みに適切に応える健康相談活動を充実・

強化していくことが必要です。さらに、学校での取組みだけでなく、家庭や地域、

専門医等の協力により効果を上げることが期待されます。

　このような中、福島県教育委員会は、平成２１年度から「子どもの健康を守

る地域専門家総合連携事業」を実施し、子どもが自分の健康に関心をもち、

健康な生活を送ることができるよう、学校、家庭、地域及び専門医等と連携

を図り、心も体も健康な子どもの育成に取り組んでいます。

　また、本事業のモデル地域として、矢吹町において、町内各学校の児童生

徒の健康課題を把握し、それらの課題解決のために具体的に取り組んでいた

だいております。

　各学校におかれましては、ぜひ、それぞれの実情や児童生徒の実態に応じ

て本誌を活用し、健康課題解決の一助にしていただきたいと願っています。
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1章
平成21年度

子どもの健康を守る
地域専門家総合連携事業



（1）概要
子どもの現代的な健康課題に適切に対応するためには、学校の設置者が主体となって、学校や家庭を中心

に、地域の関係機関との連携を強化した地域レベルの組織・体制を構築することが不可欠である。
そこで、福島県教育委員会では、課題の解決に向けて、子どもの健康を守る地域専門家総合連携事業によ

り、「学校基本推進計画」の作成、関係機関との連携による専門医派遣及びモデル地域レベルの組織体制構
築の実践に取り組むこととした。

（２）事業の内容
①県教育委員会における「学校基本推進計画」の作成
②専門医の派遣
③課題解決に向けたモデル地域での実践

（３）実施方法
①「学校基本推進計画」の作成
・学校関係者、医療関係者、保護者、その他の行政関係者等からなる協議会を設置する。
・学校における具体的取組みの手法や数値目標等を具体的に示した計画を作成する。
・協議会はモデル地域における実践のサポートを行うとともに、モデル地域の進捗状況を把握する。
②専門医の派遣
・地元医師会等の協力を得て、学校等に専門医を派遣し、保護者、児童生徒、教職員等に対する啓発、個
別の保健相談を行う。
・派遣された専門医は、保護者、児童生徒、教職員に対する啓発、個別の保健相談等を通じて実践的な取
組みのサポートを行う。
③課題解決に向けたモデル地域での実践
・モデル地域は実行委員会を設置する。
・実行委員会では、地域の実情を踏まえ子どもの現代的な健康課題の解決に向けた具体的な「実践計画」
を作成する。
・「実践計画」に基づき学校と地域の関係機関等との連携を図りながら具体的な取組みを実施する。

１　概要
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実施例）Ａ校
健康課題：スポーツ活動が盛んであるが、スポーツ障害を抱える子ども達が
増えている
    ↓
願い：スポーツ障害の予防に努めたい。
    ↓
実施内容
○学校保健委員会において
　学校医を中心に保護者や教職員・児童生徒代表が参加し、健康課題を話し
合う会議でスポーツ障害の予防や対処法について講義し、質疑に対して指導
助言をいただく。
○学校の実情にあった指導
　種目別の運動前、運動中、運動後のケアについての個別指導
・運動処方（ウォームアップとクールダウン）
・講演

○専門医による運動器検診の実施
　専門医による検診を実施し、スポーツ障害予備軍の早期発見につなげる。

子どもの健康を守る地域専門家総合連携事業連絡協議会
医師会、歯科医師会、保健部局、学校関係者、保護者等

いのち生きいき輝く子ども

専門医派遣事業
県教育委員会

モデル地域 矢吹町

連携

●学校保健推進基本計画の作成
　健康ふくしま２１計画に基づき、本県の子どもたちの健康課題を明確にし、学校における
具体的取組みの手法や数値目標等を具体的に示した計画を作成する。
●モデル地域への指導助言・サポート
　モデル地域としての矢吹町の取組みに対し、適切な指導助言とサポートを行う。

◇課題解決に向けた取組み
検討例：アレルギーに対する対応、地域学校保健委員会の活性化
◎実行委員会の設置（学校の代表、保護者、医師会代表等）及び「実践計画」の作成
【例】・実情を踏まえた健康課題解決に向けた具体的な「実践計画」の作成

・計画周知のためのリーフレットの作成
◎「実践計画」に基づいた具体的な取組み～各地域の実態に応じて内容を決定
【例】○健康課題把握や地区の各学校への専門医派遣

・学校でのアレルギー疾患への対応に関する取組状況に対する実態把握、指導助言
・その他専門診療科目ごとの指導助言
・地域学校保健委員会への指導助言
○研修会の開催
・各学校の養護教諭等を対象にしたアレルギーガイドラインと生活管理指導表の活用方法についての
 研修会

県医師会・郡市医師会
などの関係機関と連携

県 子どもの健康を守る地域専門家総合連携事業
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2章
こころ豊かな

たくましい人づくりを
めざして



平成21年度学校保健統計調査速報（文部科学省）等により、肥満、う歯、近視、性などについて課題がある
と考え、学校保健会、県医師会（眼科医含む）、県歯科医師会、学校薬剤師会に依頼し、それぞれの専門家
から現状について考察、対策等について意見をいただき、次の表にまとめた。

1　健康なからだづくり

○10代の人工妊娠中
絶率は平成14年度の
20.5（15歳～19歳の女
子人口千人対）をピー
クとし、年々減少傾向
にあるものの、平成16
年度には全国ワースト
2位となった。
○平成20年度、21年度
は全国ワースト15位と
なったが、依然として全
国より1.0ポイント高い。

○裸眼視力1.0未満
の者は、全国平均と比
べ大幅な増加を呈し
ている。
○高校に入って近視
となる生徒の割合は異
常に高く、2年連続で
増加していることから、
何らかの生活環境の
変化が関係している
可能性が推察される。
○1.0未満であるので、
教育上問題となる低
視力者がどれほど含ま
れているかは不明で
ある。

○学校における性に
関する教育の充実。
○地域と連携した保
護者への性に関する
教育への理解。
○学校での計画的な
指導。

○文部科学省学校保
健統計調査の結果か
ら裸眼視力1.0未満の
者の割合は、小学校
では32.3%であるが、
高等学校では70.7%
である。
○全校種で全国平均
を上回っており、特に
高等学校においては、
前年より9.9%増と大幅
な増加である。

○文部科学省学校保
健統計調査の結果か
ら、う歯のある者は、前
年より減少しているが、
全国平均をまだ上回っ
ている状態である。
○12歳児における1人
当たりの平均う歯数に
ついても、減少してきて
はいるが、全国値には
達していない。
○健康ふくしま21では
目標値が1.5となって
いる。

○文部科学省学校保
健統計調査の結果か
ら、全国平均を各学年
が上回っている。
○肥満だけでなく、痩
身傾向も全国を上回っ
ている学年がある。

○う歯や歯周病は、食
生活を含めた生活習
慣に起因する。
○保護者に歯をみが
いてもらっている年代
から自分で歯みがきを
する年代に進むにつ
れ、う歯罹患率が高く
なる。
○食生活に原因もあ
るが、治療していない
ことも伺える。
○歯垢の指摘が高い
ことから、う歯の保有
率の増加は、更に進む
ものと推測される。

○肥満傾向は、糖尿
病の発生、動脈硬化
現象の促進を高めるも
のである。
○生活習慣チェック
シートを作成している
県もある。
○痩身傾向にも注意
が必要で、将来の健
康への影響が懸念さ
れることのほか、精神
的背景を有する拒食
症の出現もあり、生命
への危惧もありうること
から専門医への紹介
も必要である。

○ゲーム、コンピュータ
操作等の近業※作業の
注意点の啓発活動。
○近業の際の正しい
姿勢の確認。
○テレビの視聴時間
とゲームをする時間の
制限。

○う歯の処置完了率
の向上。
○食生活、生活習慣
の改善。
○学校と学校歯科医
との連携による口腔衛
生の重要性の啓発。

○適度な運動。
○食育の推進。

肥満

現　状
問題点

専門家より

 対策として
考えられること

う歯 近視 性

※近業＝近くを見る作業。手もとをみつめながらなされる作業。

学校保健委員会の活性化
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年　度 裸眼視力1.0
未満の者

31.4
31.0
29.9
30.9
31.9
32.3
29.7

H11
17
18
19
20
21

全国H21

年　度 裸眼視力1.0
未満の者

48.8
50.4
49.8
55.2
55.8
54.7
52.5

H11
17
18
19
20
21

全国H21

（2）１２歳児における１人平均う歯数（永久歯）（平成21年度文部科学省：学校保健統計調査より）
う歯については幼稚園から高等学校のすべてにおいて、全国平均を上回ったものの、前年より減少している。
幼稚園及び小学校においては、３年連続の減少、中学校及び高等学校においては２年連続の減少である。

（1）肥満傾向児の出現率（平成21年度文部科学省：学校保健統計調査より）
肥満傾向児の出現率は、6歳、7歳、9歳、11歳、16歳及び17歳の各年齢で前年より増加しており、前年と同様

15歳が最も高くなっている。全国との比較でみると、男女ともすべての年齢で、本県は全国平均を上回っている。

（3）裸眼視力1.0未満の者の割合（平成21年度文部科学省：学校保健統計調査より）
小学校及び高等学校において前年より増加し、特に高等学校は、前年同様大幅な増加（9.9ポイント増）で

あった。また、小学校、中学校及び高等学校において全国平均を上回った。

2　福島県の子どもの現状と健康課題

年　度

小　

学　

校

中　

学　

校

高
等
学
校

裸眼視力1.0
未満の者

60.3
56.7
Ｘ
51.1
60.8
70.7
59.4

11.31

10.51

14.46

9.83

10.84

10.15

13.14

9.75

16.66

11.54

16.81

10.32

10.48

9.29

10.92

8.89

12.72

9.68

11.69

8.94

14.43

10.93

12.9

10.29

15.12

10.45

14.85

9.69

14.39

10.39

11.87

9.54

13.33

9.17

15.52

8.6

12.33

7.62

9.66

7.3

7.88

6.04

9.18

5.5

7.61

4.55

7.05

4.36

5.44

2.82

4.29

2.7

5歳
（幼）

6歳
（小1）

7歳
（小2）

8歳
（小3）

9歳
（小4）

10歳
（小5）

11歳
（小6）

12歳
（中1）

13歳
（中2）

14歳
（中3）

15歳
（高1）

16歳
（高2）

17歳
（高3）

福島県20

全国20

福島県21

全国21

H11
17
18
19
20
21

全国H21

2.5
2.7

2.1 2 2
2.2

1.8 1.8

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２1

H23までの
目標値

全国値

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18肥満傾向児
男女計

（%）

（%）

（本）

福島県20
全国20
福島県21
全国21

1.5

1.4
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不定期配置 なし週４時間以上
の配置

週４時間未満
の配置 不定期配置 なし週４時間以上

の配置
週４時間未満
の配置

（4）10代の人工妊娠中絶実施率（衛生行政報告例）
全国平均を上回っており、平成１４年度をピーク（20.5で全国ワースト3位）に平成16年度は17.7で全国ワースト

第2位となった。その後徐 に々低下し、平成20年度は8.6（全国ワースト15位）となったが、全国よりは1.0ポイント高い。

〈参考資料〉平成２０年度小・中学生不登校児童生徒の人数
月別状況を見ると、小、中学校において不登校児童生徒の人数は増加傾向にある。福島県における平成
21年度の相談員の配置は小学校9.7%、中学校21.3%、高等学校13.0%。スクールカウンセラーの配置は小学
校26.5%、中学校68.7%、高等学校61.7%である。不登校児童生徒も全学年において平成19年度より平成20
年度の方が増えていることから、心の問題を抱える児童生徒は年々増加している現状がわかる。

全国　小
福島　小
全国　中
福島　中
全国　高
福島　高

9.8
3.4
28.2
13.5
3.1
2.5

2.5
5.2
2.1
7.8
0.7
3.0

8.8
1.1
6.3

1.2
7.5

79.0
90.3
63.5
78.7
95.0
87.0

全国　小
福島　小
全国　中
福島　中
全国　高
福島　高

9.0
6.2
65.2
61.2
25.8
34.5

8.5
2.1
11.0
1.8
12.6
5.5

16.4
18.1
7.7
5.7
17.7
21.7

66.1
73.5
16.1
31.3
43.9
38.3

17.7

13.6

10.5
8.7 8.6

10.5
9.4 8.7

7.8 7.6

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度 平成１９年度 平成20年度

福島県 全国

（15～19歳女子人口千対）

相談員・スクールカウンセラーの配置状況（文部科学省：学校保健統計調査（Ｈ２1））

相談員配置状況 スクールカウンセラー配置状況 （%）

（人）（人）（人）

（%）

平成２０年度小・中学校不登校
児童生徒数月別状況

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

600

500

400

300

200

100

0

不登校児童生徒数の変容
（平成１９年度から平成２０年度）

平成１９年度

不
登
校
児
童
生
徒
数

不
登
校・復
帰
児
童
生
徒
数

9519

36

762

103

901

110

960

135

1,147

221

1,277

250

1,401

301

1,462

456

1,590

476

1,690

535

1,733

555

12 31 39 56 104 373 549

平成２０年度

不登校児童生徒数

復帰児童生徒数 13 26 46 59 90 313 535 647

小
１・２

5
月

6
月

7
月

8
月

9
月

10
月

11
月

12
月

1
月

2
月

3
月

小
２・３

小
３・４

小
４・５

小
５・６

小６・
中１

中
１・２

中
２・３

-
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第６次福島県総合教育計画　平成２２年度アクションプラン教育委員会重点事業
《学校すこやかプラン》

健康診断結果・日常生活の実態・各種調査等から把握

　児童生徒を取り巻く現代的健康課題に対応するため、家庭や地域の関係機関が効果的に連携しな
がら、支援できる体制を整備し、発達段階に応じた健康教育の推進を図る。

3　健康課題解決に向けた取組みの視点

健
康
な
か
ら
だ
と
健
康
な
こ
こ
ろ

　

い
の
ち
生
き
い
き
輝
く
子
ど
も

　

こ
こ
ろ
豊
か
な
た
く
ま
し
い

　
　
　
　
　

人
づ
く
り
を
め
ざ
し
て

●学校保健計画の作成
●保健委員会での協議
●校内組織体制の整備
●個別指導の工夫
●専門医等との連携
●関係者、関係機関との
　共通理解

現代的健康課題 解決への対応策 目　標

○肥満傾向
○う歯
○近視
○性意識の乱れ
○アレルギー疾患
○感染症
○食生活の乱れ
○スポーツ障害
○保健室登校・不登校
○コミュニケーション
　スキルの不足
○自己肯定感の低さ
○いじめ
　　　　　　　　 等

9



・実態把握
・データ分析

等

・健康課題の確認
・課題解決に
 向けて学校保健
 計画の策定

等

・見直し
・次年度の計画立案

等

・校内組織と推進体制の整備
・地域や専門家との連携
・学校医、学校歯科医、学校薬剤師へ
の協力依頼
・家庭との連携

等

・実施状況の確認
・反省、点検
　 　　　　　　等

いのち生きいき
輝く子ども

いのち生きいき
輝く子ども

健康課題

学　校

学校保健計画

計画的
学　校

専門家

家　庭

地　域

目標

組織的

実　践

（1）学校における健康課題解決に向けた取組み方

Action

Action

Plan

Plan

Research

Research

Do

Do

Check

Check

10
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いのち生きいき
輝く子ども

実　施

計　画

評　価

次年度の計画

肥満の実態

地域や学校医等の取組み

肥満傾向児の出現率が
全学年において全国平均を

上回っている

解決のための重点事項
↓

基本的生活習慣の確立
健康に対する意識

の向上

・学校医による検診の実施
・学校医による保健指導、健康
相談
・様々なスポーツの場と機会の
提供
・安全で安心してスポーツや外
遊びができる場づくり
・安心な食材の提供

家庭の取組み
・望ましい生活習慣の確立
・食生活の見直し
・生活スタイルの見直し
・体を動かす習慣づくり

教育委員会の取組み・「フ・ク・シ・マ」体力向上チャレンジプラン
・朝食摂取率100%週間運動
・豊かな食育体験
・こころとからだのアドバイザー派遣事業

学校の取組み
・学校保健計画・食育全体計画の作成
・食育推進コーディネーターの位置づけ
・学校保健委員会で協議
・校内組織と推進体制の整備
・健康診断における事後指導の工夫
・必要に応じた個別指導
・学校体育の充実
（運動が好きなこどもづくり）
・健康に対する意識向上への取組み

（2）健康課題
①肥満

教育委員会の取組み

健康課題解決に向けて

目標の設定
肥満傾向児の出現率の低下

11



実　施

評　価

次年度の計画

学齢期のう歯の実態

地域や学校医等の取組み

１２歳のう歯数(１．８本)
※この数値は平成21年度学校保健
統計調査による

目　標
１２歳のう歯数（１．５本）

※この数値は学齢期のう蝕予防等の
目標値にされている

解決のための重点事項
↓

治療率の向上
う歯本数増加の予防

・う歯予防、歯周病の指導
・学校歯科検診の実施
・学校（地域）保健委員会への
参加
・学校・地域からの講演等の要
請協力
・食育の指導

家庭の取組み
・食後の歯みがきの習慣化
・みがき方の確認
・間食のとり方の見直し
・う歯治療等歯科受診の実施

教育委員会の取組み
・歯科保健優良校表彰の実施
・歯科医師会との連携、必要に応じた学
校保健活動への協力依頼
・各学校へ取組みの啓発

学校の取組み
・学校保健計画の作成
・学校保健委員会で協議
・校内組織と推進体制の整備
・子どもたちへの食後の歯みがきの励
行、必要性の周知と実践
・間食のとり方の指導
・歯の健康への意識を高めるための啓発
・学校歯科医の協力による歯科指導
・家庭への協力依頼（治療、生活習慣等）
・個別指導の工夫

計　画

②う歯

健康課題解決に向けて

12
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近視における実態

地域や学校医等の取組み

高等学校における裸眼視
力1.0未満の者の割合が
全国平均より高い

目　標
裸眼視力1.0未満の者の

減少

解決のための
重点事項
↓

近業作業時の注意

・眼科医による指導
・ノーテレビデー　など

家庭の取組み
・視力低下の早期発見、早期受診
・テレビの視聴のし方（明るさ・距
離・時間）
・ゲームやパソコンの使用のし方
・家庭学習時の適正な照度の確
保と姿勢の配慮

教育委員会の取組み
・助言
・各学校へ取組みの啓発
・こころとからだのアドバイザー派遣
事業

学校の取組み
・学校保健計画の作成
・学校保健委員会で協議
・校内組織と推進体制の整備
・視力検査の的確な実施
・受診勧告と事後措置の工夫
・子どもたちへの眼の健康に関する
意識向上のための指導
・子どもたちへの近業作業時の姿勢
の指導
・日常、定期環境検査（教室等の備品
の管理、採光及び照明）の実施
・学校薬剤師との連携

③近視

実　施

評　価

次年度の計画

計　画

健康課題解決に向けて
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性に関する実態

地域や学校医等の取組み

10代の人工妊娠中絶実施率※

（H16は17.7で全国ワースト2位。
H20は8.6で全国ワースト15位）

目　標
自他のいのちやこころを
大切にする子どもの育成

解決のための重点事項
↓

コミュニケーション
能力の向上

・保護者等への性に関する
教育の情報提供
・ピアカウンセリングの実施
・思春期保健相談事業等

家庭の取組み
・子どもたちの性に関する
実態把握
・子どもたちのからだ、ここ
ろを支える家庭の重要性の
認識
・子どもと向き合う時間の
確保
・学校との連携

教育委員会の取組み
・「性に関する教育」に関する研修会
の実施
・こころとからだのアドバイザー派遣
実施
・学校における性に関する授業の推進
・「性に関する教育」についての情報
提供
・「性に関する教育」全国連絡協議会
への派遣
・スクールカウンセラーの配置

学校の取組み
・学校保健計画の作成
・学校保健委員会で協議
・校内組織と推進体制の整備
・「性に関する教育」の手引を活用し
た授業の実施
・児童生徒、保護者、保護者、教職員を
対象とした研修会の企画、運営
・発達段階に応じた子どもたちへの個
別指導
・スクールカウンセラーの活用等

④性

自尊感情の醸成

※（15歳～19歳の女子人口千人対）

実　施

評　価

次年度の計画

計　画

健康課題解決に向けて

こころ豊かなたくましい人こころ豊かなたくましい人
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元気がない・・・しょんぼり

元気がいっぱい！生きいき

こんな子がいたら・・・

こころ豊かなたくましい人こころ豊かなたくましい人こころ豊かなたくましい人こころ豊かなたくましい人
いのち生きいき輝く子ども

運動

食事 食べたくない
おいしくない

き ら い
楽しくない

食 べ た い
お い し い

大 好 き
楽 し い

学習

睡眠

生活

表情つまらない
わからない

楽 し く な い

よく眠れない

ぐっすり眠る

暗 い
笑顔が少ない

運動

食事

学習

睡眠

生活

表情わ か る
おもしろい

楽 し い

明 る い
笑顔がいっぱい

マイナスの
要素がたくさん

自分に自信が
もてなくなる

支援が必要
保護者・教師・地域・
専門医など

プ ラ スの
要素がたくさん 自分に自信がつく

問題が発生しても回避
したり、解決する力がつ
いてくる。感受性が豊か
になる。

こんな
　子に
　なって
　ほしい・

・・
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3章
平成21年度

学校すこやかプラン
こころとからだのアドバイザー派遣事業



こころとからだのアドバイザー派遣事業

１. 趣旨  
　現在社会環境の変化に伴う、児童・生徒の生活習慣病、心の健康問題、薬物乱用、性の逸脱行動等、様々
な健康課題が取り上げられている。
　子どもたちが、勉強や運動に意欲をもって取り組み、生きいきとした生活を送るために、学校における子どもた
ちの健康課題を明確にし、課題解決に対応するため、専門家による指導を希望する学校に対し、医師や学識
経験者等の専門家を派遣し、学校における健康教育を支援する。

２.対象
　児童生徒及び教職員、保護者等

３.派遣校

４.派遣内容 〈テーマ別割合〉
●小学校については、「心」を
テーマにする学校が多い。そ
の他で多かったのは「発達障
害」「と児童生徒の理解」

●中学校については、「性」が多
く、次が「心」
●高等学校、特別支援学校にお
いては、「心」が多く次が
「性」３番目にスポーツ障害が
あげられた

高校・特別支援小学校 中学校

0 20 40 60 80 100（%）

特別支援学校
高等学校
中学校
小学校

(校)
47
31
21
2

101

実施校
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校
合  計

0 20 40 60 80 100（%）

その他

生活習慣

スポーツ

薬物

性

心

全体

高校・特別支援

中学校

小学校

心

心
41%
心
41%
心
41%

性
35%
性
35%
性
35%

薬物
16%
薬物
16%
薬物
16%

スポーツ
4%

スポーツ
4%

スポーツ
4%
その他
4%
その他
4%
その他
4%

性

薬物

スポーツ

その他

心

心
33％
心
33％
心
33％

性
2％
性
2％薬物

6％
薬物
6％

スポーツ
4％

スポーツ
4％

生活習慣
14％
生活習慣
14％

その他
41％
その他
41％
その他
41％

性

薬物

スポーツ

生活習慣

その他

心

心
28%
心
28%
心
28%

性
37%
性
37%
性
37%

薬物
10%
薬物
10%
薬物
10%

スポーツ
13%
スポーツ
13%
スポーツ
13%

生活習慣
6%

生活習慣
6%

生活習慣
6%

その他
6%
その他
6%
その他
6% 性

薬物

スポーツ

生活習慣

その他

・医師等
・官公庁職員
・教育インストラクター

・大学教授等
・教員等(指導主事)
・スポーツトレーナー

・臨床心理士
・看護師、助産師
・その他

派遣された専門家の職業

46.5

33

28 37 10 13 6 6

41 35 16 4 4

34 33.3 10.7 7 10 17

6 14 41

2

30.7 20.8

2.0

4

その他内訳

その他

相談

からだ

歯

児童生徒理解

食育

発達障害

発達障害
26％
発達障害
26％
発達障害
26％

食育
5％
食育
5％
食育
5％

児童生徒理解
37％

児童生徒理解
37％

児童生徒理解
37％

歯
11％
歯
11％
歯
11％

からだ
11％
からだ
11％
からだ
11％

相談
5％
相談
5％
相談
5％

その他
5％
その他
5％
その他
5％
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心
41%

性
35%

薬物
16%

スポーツ
4%
その他
4%

心
33％その他

41％

心
28%

性
37%

薬物
10%

スポーツ
13%

生活習慣
6%

その他
6%

発達障害
26％

食育
5％

児童生徒理解
37％

歯
11％

からだ
11％

相談
5％

その他
5％
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4章
モデル地域の取組み



子どもの健康を守る地域専門家総合連携事業

1.事業実施期間
平成２１年４月１日　～　平成２２年２月２６日

２.健康課題
⑴　自己肯定感が低く、自己中心的な行動をする児童生徒や情緒不安定な行動からトラブルを起こす児童生徒が増
えている。
⑵　生活習慣の乱れから、望ましい食生活が送れない児童生徒が見られる。また、視力の低下やう歯本数の増加がみ
られるため、う歯治療など保護者と連携を図り、取り組まなければならないことが増えている。
⑶　各小中学校ともスポーツ活動に熱心に取り組んでいるが、スポーツ障害や貧血で悩む児童生徒が増えている

3.課題解決に向けた事業計画

4.課題解決に向けた実践内容
⑴　実行委員会の設置
　６月２９日に「子どもの健康を守る地域専門家総合連携事業モデル地域実行委員会設置要綱」を策定し、この事業
を展開した。

子どもの健康を守る地域専門家総合連携事業実行委員会（構成委員）

矢吹町教育委員会

１
２
３
４
５
６
７
８
９
10
11
12
13
14
15
16

医師会代表      
歯科医師会代表  
薬剤師会代表    
臨床心理士代表  
体育指導委員会代表
小学校保護者代表
中学校保護者代表
幼稚園長代表    
小学校長代表    
小学校長代表    
中学校長代表    
高等学校長代表  
養護教諭代表    
保健福祉事務所代表
保健師代表      
教育委員会      

・会田病院              
・国馬歯科医院          
・川上薬局              
・矢吹中スクールカウンセラー
・体育指導委員会委員長  
・三神小学校ＰＴＡ会長  
・矢吹中学校ＰＴＡ会長  
・矢吹町中央幼稚園長    
・矢吹小学校長          
・中畑小学校長          
・矢吹中学校長          
・光南高等学校長        
・矢吹小学校養護教諭    
・健康増進課主任栄養技師
・保健福祉課保健師      
・教育次長              

竹 内 　 方 志
国 馬 　 正 樹
川　上　　　喜恵子
冨 森 　 　 崇
塩 田 　 　 瑞
竹 元 　 　 学
関 澤 　 佳 子
酒 井 　 千 春
木 村 　 敏 夫
大 戸 　 祐 一
箭 内 　 清 和
大 塚 　 　 博
古 川 　 裕 子
積 口 　 順 子
梅　原　　　佳代子
坂 路 　 寿 紀

№ 備　考団体・役職等 氏　　名所　　属

5月
 6月

 7月

 8月
 9月
 10月
 11月
 12月

 1月
2月

・実行委員会組織協議
・6/29　町地域実行委員会設置要綱を策定
・委員依頼・開催通知
・7/30第１回実行委員会

・開催通知

・12/4　第２回実行委員会
・開催通知

・2/15　第３回実行委員会

・計画策定：各学校で計画案作成
・計画策定：各学校の計画協議
　　　　（6/2　町定例校長会にて）
・「地域学校保健推進計画」決定(別紙)
・各学校への専門医等の派遣

    

・12/4　地域学校保健委員会開催

6/22（予算が議
会で承認）

実施時期 備　考実 行 委 員 会 各 学 校 の 事 業 等
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⑵　第１回実行委員会
　　７月３０日に開催。
　実行委員へ、矢吹町でこの事業のモデル地区を受けた経緯について、事業の趣旨、各校での実態を踏まえた事業
計画等についてを説明を事務局より行い、理解と意見をいただいた。

　　①委員の意見
ア　矢吹町保健福祉課が主動で動いている「矢吹っ子の健康を考える連絡会」との連携を図りながら事業を展
開した方がより価値ある事業となる。

イ　この事業の名称を町民にとってわかりやすい呼称をつけること。
ウ　この事業についてマスメディアを通じて広報をかけ、広く地域の方 に々ご理解いただくこと。

　　②委員の意見を基にした取組み
ア　矢吹町保健福祉課「矢吹っ子の健康を考える連絡会」との連携を図るため、情報提供等を進めていった。
イ　町民に分かりやすい呼称として「子どもの健康サポート事業」とした。
ウ　事業の周知を図るため、町広報誌「やぶき」への事業掲載や、地方新聞、地元夕刊紙上への各校の事業実
践の掲載を図り、広報活動に努めた。

⑶　地域学校保健委員会
　　①設置の目的
　　本会は、各校での本事業への取り組みが、

ア　その学校だけのものにならないように、成果や課題の共有化を図り、町保健福祉課との連携を密にできるよう
にする。

イ　児童生徒のための事業になるように現場の関係者が話し合えるようにする。
　　②協議内容

ア　矢吹町全体の児童生徒の身体の成長傾向について話し合い、視力の低下、う歯治療率の低迷などの課題
をはっきりさせ、今後の対応の児童・生徒自身への実態の報告や保護者への啓発活動等について共通の対策
を立てることができた。
イ　町保健福祉課でとらえているデータをもとに町保健師より話をいただき、薬物乱用の観点から「タバコ」の喫煙に
ついての実態などが報告された。さらに、町保健福祉課としても、乳幼児期のう歯の治療について、乳幼児期から
の、う歯治療指導が大切であることが報告され、各学校の代表者、関係者等が共通理解を図ることができた。

⑷　第２回実行委員会
　　１２月４日に開催。
　　各校の実践を事務局より報告し、委員の意見をいただいた。
　　①委員の意見

ア　この事業により小学校にカウンセラーが派遣されたことは、小学校で児童がフォローされて、中学校へ入学し
てくるので、中学校としても児童の情緒の安定に関して安心である。また、小中学校のカウンセラーと連携できる
ことで、指導に一貫性が生まれ、大変有効であると考える。
イ　臨床心理士の力を借りることは必要不可欠のことである。そのためには、しっかりとした、予算の裏付けが必要
となる。今後もこの事業が継続されることを望みたい。
ウ　専門家と連携をした指導は、児童生徒、保護者にも大きな価値があった。
以上のように事業に対して、客観的に評価いただいた。

⑸　第３回実行委員会
　　２月15日に開催。
　　各校の実践を事務局より報告し、本事業（町の取組み、各校の取組み等）の成果と課題並びに事業のまとめを行う。

５.成果と課題
　⑴　成果
①町保健福祉課との連携が図れ、地域がまとまりつつある。
②臨床心理士の小中学校との連携が図れた。児童生徒の生徒指導にとって、とても効果的な指導が展開できた。
③各校で、問題行動のある児童を多かれ少なかれ抱えている。この現状が、この事業を展開することにより、大きく改
善され成果を上げることができた。
④子ども、教員、保護者にとっても、町としても成果があった。
⑤各校の健康課題解決のため、さまざまな事業を行った。講師として専門医等を依頼することで、多くの専門家と知
り合うことができた。
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　⑵　課題
①子どもの心身ともに、良い方向に変化しつつあるが、単年度事業では、成果は見えづらい。今後も県の計画に基づ
いて実践していきたい。
②中学校には、スクールカウンセラーとして臨床心理士が配置されているが、事例が多すぎて小学校へ手を貸す状
態にはない、今回の事業により、小学校へ臨床心理士の導入が図れたことにより、指導の連携が生まれた事実が
あり、今後、小学校へのスクールカウンセラー配置が望まれる。

６.まとめ
⑴　地域に育まれる学校、地域で育つ子どもの育成をめざし、「子どもの健康を守る地域専門家総合連携」事業の一
層の推進を図りたいと考えている。そのためには、単年度事業でなく、事業の継続が求められる。

⑵　本町では、平成１４年より、児童生徒の健康維持・管理に町保健福祉課と各校養護教諭が連携し課題解決に向
け「矢吹っ子の健康を守る連絡会」で取りくんできている委員への意識高揚を図るものとなった。
　　また、学校においては、教職員それぞれの役割を明確にし、学校全体の取組み体制を整備すること、地域の専門
家や関係機関の知見や能力を最大限に活用し、かつ、子どもの健やかな成長について大きな責任を有する保護者
との連携を強化する取組や体制を整備・充実させることを多少なりとも意識して取組むことができた。

◆実践を知らせるための関係資料◆

◆この事業で各校で連携を図った専門家一覧◆
各小中学校の地域の専門家との関わり

矢 吹 小 学 校

善 郷 小 学 校

中 畑 小 学 校

三 神 小 学 校

矢 吹 中 学 校

心の健康

食　　育

心の健康

体の健康

食　　育

心の健康

体の健康

食　　育

心の健康

体の健康

体の健康

・助産師    　  辺見間智子⑴

・菓子店主　　  須賀誠一⑴

・学校歯科医　  佐久間弘⑴
・町栄養士　  上遠野朋子⑴
・町食生活改善推進員８名

・助産師    　　　吉岡利恵⑶
・保健相談士　　宗形初枝⑴

・臨床心理士　　成井 香苗⒆
・　　〃　  　 　加藤江里子⒆

・臨床心理士　　冨森 　崇⑶
・音楽療法士　　石向 麻里⑵
　　　　　　　 伊藤 聡美⑴
・ヨガ指導員　　菅野 貞子⑴
・運動指導員　　菅原 秀介⑹
　　　〃　　 　 中川 正樹⑹
　　　〃　　　  山田 佳佑⑶

・臨床心理士　　成井 香苗⑻
・　　〃　 　  　加藤江里子

・白河地区着衣泳研究会
　　　　鈴木康次他９名⑴

・臨床心理士　   成井 香苗⑻
・　　〃　　　  加藤江里子
・音楽療法士　  近藤美智子⑴

・鍼灸整骨院長　  小林光幸⑴
・内科医　　   　  菊池辰夫⑷
・トレーナー    　  阿部直樹⑸
・臨床心理士   　  冨森  崇⑶

・主幹 近藤 尚一⑴

・管理栄養士     井上真由美⑴
・食育指導士　  小林　悦子⑴

・栄養技師　　   阿部　雄一⑴
・栄養教諭指導主事　 旗野梨恵子⑴

・親業シニアインストラクター
　　　　　大屋　弘子 ⑴

・陸上指導者　
　　　　　二瓶　秀子⑴

・フードコーディネーター
　　　　サカイ優佳子⑴

・郡山女子大学非常勤講師
　　　　　三森美智子⑴
・福島大学
　人間発達文化学類教授
　　　　　川本　和久⑴

学校課題 町の専門家 近隣市町村等の専門家 町保健福祉課 県南保健福祉事務所
県南教育事務所 その他の専門家

平成21年度　子どもの健康を守る地域専門家総合連携事業

連　携

連携

専門家の派遣

重点的に
対応すべき課題 連　携
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◆矢吹町事業全体構想図◆

平成21年度　子どもの健康を守る地域専門家総合連携事業平成21年度　子どもの健康を守る地域専門家総合連携事業平成21年度　子どもの健康を守る地域専門家総合連携事業

福島県教育委員会（福島県教育庁県南教育事務所）・モデル地区での実践をサポート

学校保健の現代的な課題に対する基本的な考え方
・こどもの心身の健康課題が多様化・深刻化
・学校だけで子どもの健康課題に対応することは困難
・学校だけでなく、家庭、地域の関係機関などが適切に
役割分担しつつ連携が必要

◆この事業の趣旨◆
　地域の方々の専門的な知識・
技能や経験を学校教育の場に
取り入れ、子どもの健康を守ろ
うというものである。

・実行委員会を設置（学校の代表者、保護者、
地域の保健関係部局、中核医療機関の専門医
などで構成）　　　　　　　　　　　　
・地域の実情を踏まえた「地域学校保健推進計
画」を策定　　　　　　　　　　　　　
・地域ぐるみでの計画的な実施　　

・推進計画等を作成・実践
・役割分担の明確化
・連携体制を強化

連　携連　携連　携

連携連携連携 矢吹っ子の健康を
考える連絡会

専門家の派遣専門家の派遣専門家の派遣

地域学校保健委員会

地域全体で取り組む子どもの健康を育む体制の充実

◆矢吹町のテーマ◆   ○地域児童・生徒が抱える健康課題へのアプローチ
・各学校の実情を踏まえた「心と体の健康づくり」のための専門家との連携
・共通課題解決のための地域学校保健委員会・研修会等の開催

学　校

矢吹小学校

重点的に
対応すべき課題
重点的に

対応すべき課題
重点的に

対応すべき課題

町 モデル地区・矢 吹 町（矢吹町教育委員会）

教育
委員会

町保健
福祉課

臨床
心理士 等

関わって
くれる
専門医

学校医その他
関係機関

保護者

学　校

◆課題◆
心身の健康をめざした、生
活習慣・食の改善と健康
相談
・自己肯定感が低く、自己
中心的な行動、トラブル
が多い。
・生活習慣の乱れ、欠席、
好き嫌いなどが多い。

◆実践◆
・心のケアー（臨床心理士）
・心療内科医による診療
・講演会及び授業　等

善郷小学校
◆課題◆
心と体の健康づくり～家
庭を巻き込んだ保健活
動～
・忍耐力に乏しく保健衛
生への関心が低い。
・家庭との連携のもとに、
心と体の健康作りに当
たる。

◆実践◆
・児童の健康増進教室
・講師を迎えての児童へ
の講演会　等

中畑小学校
◆課題◆
心と体の意識改革～児童
から保護者まで地域ぐる
みでの啓発・啓蒙～
・きちんとした学校生活
を営めるよう、食が心の
安定、脳の安定、健康を
つくることを児童、保護
者に共通認識を得る。

◆実践◆
・心のケアー（臨床心理士）
・児童の健康増進教室
・保護者啓発講演会 　等

三神小学校
◆課題◆
健やかな心と体を営むた
めに
・命の大切さや他を思い
やる気持ちを育む。
・衛生面や性に対する正
しい知識、健康的な食
習慣など正しい生活習
慣を身につけさせる。

◆実践◆
・アサーショントレーニング・授業
・授業への講師招聘
・学校保健委員会・講演会

矢吹中学校
◆課題◆
スポーツ障害とスポーツ
外傷の予防と対応
・けがの予防、正しい処置
等を学ばせる。
・発達段階に応じた運動
のあることの認識をさ
せる。

◆実践◆
・直接診療のための医師
派遣
・学校保健委員会へ講師

モデル事業の実施 実行委員会

連　携連　携連　携
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子
ど
も
の
健
康
を
守
る
地
域
専
門
家
総
合
連
携
事
業

「
矢
吹
町
地
域
学
校
保
健
推
進
計
画
」

「
矢
吹
町
地
域
学
校
保
健
推
進
計
画
」

「
矢
吹
町
地
域
学
校
保
健
推
進
計
画
」

地
域
学
校
保
健
委
員
会

◆
矢
吹
町
の
テ
ー
マ
◆
   ○
地
域
児
童
・
生
徒
が
抱
え
る
健
康
課
題
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ

・
各
学
校
の
実
情
を
踏
ま
え
た
「
心
と
体
の
健
康
づ
く
り
」
の
た
め
の
専
門
家
と
の
連
携

・
共
通
課
題
解
決
の
た
め
の
地
域
学
校
保
健
委
員
会
・
研
修
会
等
の
開
催

矢
吹
小
学
校

◆
健
康
課
題
◆

「
心
身
の
健
康
を
め
ざ
し
た
、
生
活
習
慣
・

食
の
改
善
と
健
康
相
談
」

◆
実
　
態
◆

①
「
心
を
育
て
る
」

　
・
言
葉
遣
い
の
乱
れ
や
友
達
と
の
ト
ラ
ブ
ル
が
ど
の
学
年

に
お
い
て
も
み
ら
れ
る
、「
思
い
や
り
の
あ
る
子
ど
も
」

を
育
て
る
こ
と
に
重
点
を
置
い
て
指
導
し
て
い
る
。

　
・
規
律
を
守
る
こ
と
が
、
以
前
よ
り
よ
く
な
っ
て
い
る
が
、

注
意
を
素
直
に
聞
け
な
い
児
童
が
ま
だ
み
ら
れ
る
。

　
・
場
面
緘
黙
の
児
童
が
２
名
で
、
学
校
で
は
ほ
と
ん
ど

話
さ
な
い
が
、
家
庭
で
は
話
す
と
い
う
状
況
で
あ
る
。

　
・
子
ど
も
へ
の
関
わ
り
方
に
つ
い
て
悩
み
や
不
安
を
持

つ
保
護
者
が
み
ら
れ
る
。

②
「
体
を
育
て
る
」

　
・
夜
型
の
生
活
で
、睡
眠
時
間
が
短
く
、寝
不
足
の
様
子
が

見
ら
れ
、授
業
に
集
中
で
き
な
い
児
童
も
い
る
。保
護
者

と
連
携
し
て
解
決
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
・
朝
食
欠
食
児
童
が
、約
２
％
で
あ
る
。摂
取
し
て
い
て
も
質

の
充
実
が
臨
ま
れ
る
児
童
も
い
る
。
児
童
へ
の
全
体
指

導
、個
別
指
導
、保
護
者
へ
の
啓
発
啓
蒙
に
努
め
て
い
る
。

◆
課
題
解
決
に
向
け
た
実
践
計
画
◆

①
心
の
ケ
ア
ー（
臨
床
心
理
士
）派
遣
・・・
・・・
・・・
・・・
・・・
・・・
・・
18
回

②
直
接
診
療
の
た
め
の
心
療
内
科
医
派
遣
・・・
・・・
・・・
・・・
・２
回

③
講
演
会
及
び
授
業
へ
の
講
師
派
遣
・・・
・・・
・・・
・・・
・・・
・・・
・・
２
回

　（
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
、命
に
つ
い
て
）

④
授
業
へ
の
講
師
招
へ
い
・・・
・・・
・・・
・・・
・・・
・・・
・・・
・・・
・・・
・・・
・・・
・・
１
回

　（
食
育
の
授
業
）

①「
自
己
肯
定
感
」を
も
っ
た
子
ど
も
の
育
成
が
あ
げ
ら
れ
る
。

自
己
肯
定
感
が
低
く
、自
己
中
心
的
な
行
動
で
友
達
と
の
ト

ラ
ブ
ル
に
な
る
事
例
が
多
く
あ
る
。「
友
愛
の
精
神
に
富
み
、

協
調
で
き
る
子
ど
も
」の
育
成
を
目
標
と
し
て
い
る
。

②「
健
康
に
対
す
る
意
識
と
実
践
力
」の
育
成
で
あ
る
。生
活
習

慣
の
乱
れ
、欠
席
、好
き
嫌
い
な
ど
、生
活
や
食
に
関
す
る

課
題
が
あ
げ
ら
れ
る
。

　
そ
の
た
め
、自
分
の
心
に
目
を
向
け
、生
活
習
慣
や
食
に
対
す

る
意
識
と
実
践
力
の
向
上
が
必
要
で
あ
る
。意
識
と
実
践
力

の
向
上
の
た
め
に
は
、学
校
だ
け
で
な
く
、家
庭
や
地
域
の

関
係
機
関
と
連
携
し
て
い
く
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。

◆
健
康
課
題
◆

「
心
と
体
の
健
康
づ
く
り

～
家
庭
を
巻
き
込
ん
だ
保
健
活
動
～
」

◆
実
　
態
◆

「
心
と
体
の
健
康
づ
く
り
」

　
　
心
と
体
の
健
康
づ
く
り
の
た
め
に
、
学
校
と
家
庭
が

し
っ
か
り
と
し
た
連
携
協
力
関
係
が
必
要
で
あ
る
。
そ

う
い
う
意
味
で
も
家
庭
を
巻
き
込
ん
だ
取
り
組
み
を
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

①
「
心
の
健
康
づ
く
り
」

　
・
全
校
生
46
7名
、
現
在
の
と
こ
ろ
、い
じ
め
、
不
登
校
児

童
「
０
」
で
あ
る
。し
か
し
、ど
の
学
年
に
も
特
別
に
支

援
を
要
す
る
児
童
が
在
籍
し
て
い
る
状
況
で
あ
る
。

②
「
体
の
健
康
づ
く
り
」

　
・
体
を
動
か
す
こ
と
に
積
極
的
に
取
り
組
み
、
明
る
く

活
発
な
児
童
が
多
い
。

　
　
し
か
し
、
概
し
て
小
柄
な
児
童
が
多
く
、
一
方
肥
満

傾
向
の
児
童
も
少
な
く
な
い
。

　
　
む
し
歯
保
持
や
治
療
状
況
、
朝
食
欠
食
状
況
等
、
家

庭
の
温
度
差
が
大
き
い
。

◆
課
題
解
決
に
向
け
た
実
践
計
画
◆

①
児
童
の
健
康
増
進
教
室
…
…
…
…
…
…
…
…
…
２
回

　（
陸
上
競
技
を
通
し
て
健
康
な
身
体
を
つ
く
る
）

　（
水
泳
を
通
し
て
健
康
な
身
体
を
つ
く
る
）

②
講
師
を
迎
え
て
の
児
童
へ
の
講
演
会
…
…
…
…
３
回

　（
健
康
に
関
す
る
講
演
及
び
授
業
）

①
本
校
児
童
は
、
積
極
的
に
体
を
動
か
し
明
る
く
活
発
で

あ
る
が
、
肥
満
傾
向
の
児
童
も
多
く
、
忍
耐
力
に
乏
し

く
保
健
衛
生
へ
の
関
心
が
低
い
面
が
あ
る
。
ま
た
、
家

庭
に
よ
っ
て
温
度
差
は
あ
る
が
、
子
ど
も
の
健
康
を
守

る
学
校
保
健
の
推
進
の
た
め
に
は
、
家
庭
と
の
連
携
や

家
庭
の
協
力
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
。
従
っ
て
、
本
校

の
児
童
の
心
と
体
の
健
康
づ
く
り
の
推
進
に
当
た
っ
て

は
、
家
庭
の
意
識
の
高
揚
を
図
る
た
め
に
も
、
家
庭
を

巻
き
込
ん
だ
取
り
組
み
を
い
か
に
構
築
し
て
い
く
か
に

重
点
を
置
く
必
要
が
あ
る
。

◆
健
康
課
題
◆

「
心
と
体
の
意
識
改
革
～
児
童
か
ら
保
護
者
ま
で

　
地
域
ぐ
る
み
で
の
啓
発
・
啓
蒙
」

◆
実
　
態
◆

 「
心
を
育
て
る
。
体
を
育
て
る
」

　
　
望
ま
し
い
食
生
活
は
、
心
も
体
も
育
て
る
。
こ
の
こ

と
が
、
き
ち
ん
と
し
た
生
活
へ
つ
な
が
る
と
考
え
る
。

①
「
心
を
育
て
る
」

　
・
不
登
校
「
０
」
、
保
健
室
へ
心
の
ケ
ア
ー
を
求
め
る

逃
げ
る
児
童
「
０
」
で
あ
る
。し
か
し
、
授
業
中
に
落

ち
着
き
が
見
ら
れ
な
い
児
童
や
集
中
力
に
欠
け
る
児

童
（
Ａ
Ｄ
Ｈ
Ｄ
的
）
は
、
ど
の
学
年
に
お
い
て
も
数
人

い
る
現
状
に
あ
る
。

②
「
体
を
育
て
る
」

　
・
朝
食
欠
食
児
童
が
、
平
成
20
年
７
月
に
は
、
全
校
平

均
0.
63
％
、
11
月
に
は
、
全
校
平
均
1.
2％
近
く
存
在

す
る
。
本
校
の
規
模
に
お
い
て
は
多
い
実
態
に
あ

る
。
手
を
こ
ま
ね
い
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
児
童

へ
の
全
体
指
導
、
個
別
指
導
、
保
護
者
へ
の
啓
発
啓

蒙
に
は
努
め
て
き
て
い
る
。
基
本
的
な
運
動
を
習
得

す
る
こ
と
で
、
健
康
を
維
持
で
き
る
よ
う
に
す
る
。

◆
課
題
解
決
に
向
け
た
実
践
計
画
◆

①
心
の
ケ
ア
ー（
臨
床
心
理
士
）派
遣
…
…
…
…
…
３
回

②
児
童
の
健
康
増
進
教
室
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１
回

　（
陸
上
競
技
を
通
し
て
健
康
な
身
体
を
つ
く
る
）

③
講
師
を
迎
え
て
学
校
保
健
委
員
会
開
催
…
…
…
１
回

④
保
護
者
等
へ
の
啓
発
の
た
め
の
講
演
会
…
…
…
１
回

①
「
形
の
乱
れ
は
、
心
の
乱
れ
」
と
言
わ
れ
る
が
、
子
ど

も
た
ち
が
「
き
ち
ん
と
し
た
生
活
」
す
る
た
め
に
は
、

心
も
体
も
健
康
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
心
も
体
も
健

康
で
あ
る
た
め
に
は
、
望
ま
し
い
食
習
慣
は
、「
き
ち

ん
と
し
た
生
活
」
を
形
成
す
る
た
め
の
大
き
な
要
素
で

あ
る
。
食
が
、
心
の
安
定
、
脳
の
安
定
を
も
も
た
ら
す

と
考
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
発
達
段
階
に
応

じ
た
心
身
を
鍛
え
る
こ
と
も
健
康
を
維
持
す
る
た
め
に

は
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
見
地
か
ら
、
児

童
、
保
護
者
の
啓
発
啓
蒙
を
図
る
必
要
が
あ
る
。

◆
健
康
課
題
◆

「
健
や
か
な
心
と
体
を
育
む
た
め
に
」

◆
実
　
態
◆

①
健
や
か
な
心

　
・
明
る
く
、
素
直
な
子
ど
も
が
多
い
が
、
友
達
の
痛
み

を
思
い
や
れ
る
優
し
い
心
、
困
難
を
乗
り
越
え
ら
れ

る
強
い
心
を
さ
ら
に
育
て
て
い
き
た
い
。

②
健
や
か
な
身
体

　
・
衛
生
的
な
生
活
習
慣
が
身
に
付
い
て
い
な
い
子
ど
も

が
見
ら
れ
る
。

　
・
食
習
慣
に
関
し
て
は
朝
食
欠
食
率
は
２
％
程
度
で
あ

る
が
、
好
き
嫌
い
が
多
い
子
ど
も
が
か
な
り
見
受
け

ら
れ
る
。

　
・
性
に
関
す
る
指
導
の
機
会
が
少
な
か
っ
た
。

◆
課
題
解
決
に
向
け
た
実
践
計
画
◆

①
ア
サ
ー
シ
ョ
ン
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
及
び
授
業
…
…
…
２
回

②
授
業
へ
の
講
師
招
聘
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
４
回

③
教
育
講
演
会
へ
の
講
師
招
聘
…
…
…
…
…
…
…
１
回

④
学
校
保
健
委
員
会
へ
の
講
師
招
聘
…
…
…
…
…
１
回

①
い
の
ち
の
大
切
さ
や
他
を
思
い
や
る
気
持
ち
を
育
む
と

と
も
に
、
衛
生
面
や
性
に
対
す
る
正
し
い
知
識
、
健
康

的
な
食
習
慣
な
ど
正
し
い
生
活
習
慣
を
身
に
つ
け
さ
せ

る
こ
と
で
心
身
共
に
健
康
な
身
体
づ
く
り
を
保
護
者
の

啓
発
を
図
り
な
が
ら
進
め
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

◆
健
康
課
題
◆

「
ス
ポ
－
ツ
障
害
と
ス
ポ
－
ツ
外
傷
の
予
防
と
対
応
」

◆
実
　
態
◆

「
心
と
体
の
健
康
づ
く
り
」

　
・
け
が
に
よ
る
保
健
室
利
用
状
況
は
、４
～
２
月
　
　

ま
で
で
89
2人
で
あ
る
。５
、６
、９
月
の
部
活
動
の

大
会
な
ど
が
盛
ん
な
時
期
に
利
用
す
る
生
徒
が
多

か
っ
た
。
一
生
懸
命
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
け
が
が
多

い
の
が
現
状
で
あ
る
。

　
・
日
本
ス
ポ
－
ツ
振
興
セ
ン
タ
ー
の
適
応
は
、
年
間
約

50
件
で
あ
り
、
そ
の
内
、
体
育
と
部
活
動
の
場
合
が

35
件
で
あ
り
、
70
%
と
な
っ
て
い
る
。

◆
課
題
解
決
に
向
け
た
実
践
計
画
◆

①
講
師
を
迎
え
て
学
校
保
健
委
員
会
開
催
…
…
…
２
回

②
直
接
診
療
の
た
め
の
医
師
派
遣
…
…
…
…
…
…
６
回
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「
矢
吹
町
地
域
学
校
保
健
推
進
計
画
」

1.本校の健康課題
心の美しい子どもの育成～心身の健康をめざした生活習慣・食の改善と健康相談～

重点「自己肯定感の育成」、本校の教育目標として、総括目標を「心の美しい子ども」とし、子どもがもつ可能
性や個性を伸ばす活動を重視し、自己肯定感を高めることを柱としている。
健康の課題として、まず第一に、「自己肯定感」をもった子どもの育成があげられる。自己肯定感が低く、自己
中心的な行動で友達とのトラブルになる事例が多くある。「友愛の精神に富み、協調できる子ども」の育成を目標
としている。
第二に、「健康に対する意識と実践力」の育成である。生活習慣の乱れ、欠席、好き嫌いなど、生活や食に関
する課題があげられる。
そのため、自分の心に目を向け、生活習慣や食に対する意識と実践力の向上が必要である。意識と実践力
の向上のためには、学校だけでなく、家庭や地域の関係機関と連携していくことが不可欠である。
２.本校の健康課題に関する実態
○自己肯定感…「自分が好き」という児童の割合は増えているものの過去３年間５０％前後である。
 （平成18年度48％  19年度51％　20年度57％）
○欠　席　者…欠席者の割合は５％以上となつている。特に３０日以上欠席の児童は20年度は５名であ

る。病欠以外では家事都合で休む児童が多く、理由として心の問題を抱えて欠席する児
童もみられる。

○生活習慣の乱れ…夜型の生活が見られる。
○望ましい食生活…好き嫌いのため、給食の残滓は多い日には一人あたり４０～５０グラムになるときがあり、

偏食の改善が必要である。
◆「心を育てる」の実態
•言葉遣いの乱れや友達とのトラブルがどの学年においてもみられる、「思いやりのある子ども」を育てる
ことに重点を置いて指導している。
•規律を守ることが、以前よりよくなっているが、注意を素直に聞けない児童がまだみられる。
•場面緘黙の児童が２名で、学校ではほとんど話さないが、家庭では話すという状況である。
•子どもへの関わり方について悩みや不安を持つ保護者がみられる。

◆「体を育てる」の実態
•夜型の生活で、睡眠時間が短く、寝不足の様子が見られ、授業に集中できない児童もいる。保護者と
連携して解決していかなければならない。
•朝食欠食児童が、約２％である。摂取していても質の充実が臨まれる児童もいる。児童への全体指導、
個別指導、保護者への啓発啓蒙に努めている。

町子どもの健康
サポート事業 報告矢吹小学校矢吹小学校矢吹小学校

子どもの健康を守る学校保健推進計画・実践
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3.課題解決に向けた具体的な実践計画並びに実践内容

 ６月 ３０日

 ７月 １４日

 ８月 ３１日

 ９月 ７日
  １４日
  ２８日

 １０月 ５日
  １９日

 １1月 ２日

 １１月 ４日

 １1月 ９日
  ３０日

 １２月 ７日
  １４日
  ２１日

 １月 １８日
  ２５日      

 ２月 １日
  ８日      

 ２月 １０日
　　

 ２月 １５日

◇講演会・授業①　「親業」（大屋先生）　
※授　業① 道徳５年「かけがえのない自分を大切にしていますか」
※講演内容 「通い合っていますか。親の思いと子どもの気持ち。」

親としての子どもへの関わり方について、教育講演会において、保護者・職員を対象に話していただく。
•心のケアー　第１回（臨床心理士）訪問①
不登校傾向の見られる児童、心配される児童、集団への不適応のみられる児童、自己肯定感の低い児童、並びに子育てに
悩む保護者を中心に実施。
•心のケアー　第２回（臨床心理士）訪問②
　不登校傾向の見られる児童、心配される児童、集団への不適応のみられる児童、自己肯定感の低い児童、並びに子育てに
悩む保護者を中心に実施。
•心のケアー　第３，４，５回（臨床心理士）訪問③④⑤
不登校傾向の見られる児童、心配される児童、集団への不適応のみられる児童、自己肯定感の低い児童、並びに子育てに
悩む保護者を中心に実施。
•心のケアー　第６，７回（臨床心理士）訪問⑥⑦
悩みを抱える児童、心に問題を抱える児童、不登校傾向の見られる児童、心配される児童、集団への不適応のみられる児童、
自己肯定感の低い児童、並びに子育てに悩む保護者を中心に実施。
•心のケアー　第８回（臨床心理士）訪問⑧
悩みを抱える児童、不登校傾向の見られる児童、心配される児童、集団への不適応のみられる児童、自己肯定感の低い児
童、並びに子育てに悩む保護者を中心に実施。
◇授業　「郡山市食育保育園　豆の木ハウス」の食育講座
授業を通し、児童と保護者がともに学び考える。よりよい食習慣を持とうという意識を育てる。
　下学年（健康の３本柱、内臓と便について）
　上学年（食品添加物について）
•心のケアー　第９,10回（臨床心理士）訪問⑨⑩
　悩みを抱える児童、心に問題を抱える児童、不登校傾向の見られる児童、心配される児童、集団への不適応のみられる児童、
自己肯定感の低い児童、並びに子育てに悩む保護者を中心に実施。
•心のケアー　第11,12回（臨床心理士）訪問⑪⑫⑬
悩みを抱える児童、心に問題を抱える児童、不登校傾向の見られる児童、心配される児童、集団への不適応のみられる児童、
自己肯定感の低い児童、並びに子育てに悩む保護者を中心に実施。
•心のケアー　第14,15回（臨床心理士）訪問⑭⑮
　悩みを抱える児童、心に問題を抱える児童、不登校傾向の見られる児童、心配される児童、集団への不適応のみられる児童、
自己肯定感の低い児童、ならびに子育てに悩む保護者を中心に実施。
•心のケアー　第16,17,18回（臨床心理士）訪問⑯⑰⑱
悩みを抱える児童、心に問題を抱える児童、不登校傾向の見られる児童、心配される児童、集団への不適応のみられる児童、
自己肯定感の低い児童、ならびに子育てに悩む保護者を中心に実施。
◇講演会・授業　「生まれてくれてありがとう」（辺見間智子）
※「生命のすばらしさや大切さ」について、児童に対して授業を行うとともに、保護者への講話をいただくことで、命を大切にし、
自己肯定感を高めるようにする。
※「心の健康」「体の健康」に関して、保護者と教職員との意見交換会をし、今年度の成果と課題について共通認識を持つ場
とする。

•心のケアー  第18回（臨床心理士）訪問⑱
６年生を中心に、もうすぐ中学生としての不安や悩みについて。職員と成果と課題について話し合う。

実施時期 備　考実 施 事 項

●演　題：「通い合っていますか　親の思いと子どもの気持ち」
●講　師：親業訓練シニアインストラクター　大屋　弘子　様
●内　容
　大屋さんは、地域で心豊かな暮らしをするために、家族関係や周囲の人間関係がいかに大切かを体験を踏
まえ、講座や講演の活動を行っている。

～講演の一部抜粋～
「私もバアバの立場です。先日も孫に電話をして『ひなちゃんのことが大
好きよ』と電話で話したばかりです。孫との関わりが癒しの時間です。」
と身近な話題から語り始め、孫は責任がないからかわいいのではなく、
今の自分には経験したことを話せる「ゆとり」があるから素直に伝わる
のではないかと説明した。
　続いて、「親業とは」、「親子の心の架け橋づくりのために」、「子ども
の心を閉ざす親の対応」、「三本柱を実践しましょう」などを分かりやす
く説明。

1 講演会（※第２回　学校保健委員会）

26

4章4章 モデル地域の取組み（矢吹町）モデル地域の取組み（矢吹町）



4.成果と課題
○成果
〈講演会・授業より〉
•親業インストラクターによる道徳の授業では、友達との上手な関わり方について考えることができ、保護者
も一緒に参観することにより、内容の共有化が図られた。
•授業に引き続き行われた講演会では、親として子どもとどう向き合うかについて、演習を交えて学ぶことが
でき、子どもを取り巻く大人の在り方を再確認できた。
•「食」は「心」を育てるという目的で行った食育講座では、管理栄養士による、分かりやすい教材の工夫
があり児童にとって、その後の日常生活に生かされる内容であった。

●道　徳：授業参観で
•対　象：５年生
•題　材：「かけがえのない自分を大切にしていますか」
•講　師：親業訓練シニアインストラクター　大屋　弘子　様

●学級活動　対象：２年生　（２月予定）
•題　材：「わたしの誕生､生まれてきてくれてありがとう」
•講　師：助産師　辺見　間智子　様

2 ゲストティーチャーによる授業

●講　師：臨床心理士　成井　香苗　様
臨床心理士　加藤江里子　様

●内　容：シナリオ「３つの話し方」を聴きながら、児童自身が自己を振
り返り、どのような友達関係が良いのかを学び、今後の生
活に生かすせるようにするトレーニング。
（詳細は、中畑小学校の実践を参照）

3 児童の心を育てるアサーショントレーニング

●講　師：臨床心理士　成井　香苗　様
臨床心理士　加藤江里子　様

●内　容：
※月２～３回　年回１８回実施。
※臨床心理士による　児童、関連保護者のカウンセリング、コンサ
ルテーション等を実施。

（詳細は、中畑小学校の個人カウンセリング」箱庭療法の実践を参照）

4 臨床心理士によるカウンセリング

カウンセリング室を整備
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◆すこやかカード（家庭）より◆
　「まごはやさしい」について、食卓で話題にすることが何度もありました。今日はどれがとれたかなど、楽しみ
ながら食事をするきっかけになり、とてもとても良かったです。ジュースのことも、子どもが親に話してくれました。
砂糖の多いこと・薬が入っていることなど、わかりやすい授業で自分で気をつける態度が育ってきています。

〈アサーショントレーニングより〉
•中高学年対象に実施した臨床心理士によるアサーショントレーニングでは、役割演技を通して、よりよいコ
ミュニケーションの取り方を考え、日頃の友人関係の振り返りができた。
◆児童の感想より◆
　話すときに、いつももじもじしてしまうので、はっきりとさわやかさんみたいになりたいです。そして、さわや
かさんになったら、自分の相手も大切にして、思いやりのある人になりたいです。

〈カウンセリングより〉
•８月から始まったカウンセリングでは、のべ３４名（保護者１７名・児童１７名）・実数８名（保護者４名・児童４
名）の利用があった。臨床心理士２人体制による相談であったため、保護者対象の面談と児童対象の遊
戯療法を並行実施でき、多くの相談活動が展開された。
•児童対象の箱庭療法では、言葉によるコミュニケーションが困難な「場面緘黙」の児童には大変有効で、
回を重ねる度に心に変容が見られ、日常生活においても表情の変化等、明るい方向に向いてきている。
•保護者との面談も、継続した関わりができ、学校・家庭との連携がとても取りやすくなり、児童への対応策
の共有が図りやすくなった。また、保護者自身の心の安定を図ることにもつながった。
•カウンセリング後のコンサルテーションは、担任への助言や、児童理解・課題の共有化が図られ、学校の
組織的対応が大変取りやすかった。

●課題
•本事業、特にスクールカウンセラーの配置は本校教育の課題解決のために大きな力となった。本事業の継続を児
童・保護者も強く望んでいるので、単年度で終わることなく継続していけるとより効果が増すのではないかと考える。

•カウンセリング事業では、自発的に希望した保護者もいたが、意図的に促した保護者の中には、外聞を気にするあまり「子どもは
病気でないので受けさせない」などと拒絶する者もあった。保護者に対してカウンセリングに対する認識を深めていく必要がある。

5.実践を知らせるための関係資料

※「あぶくま時報（地方夕刊紙）」掲載記事を転載。

善郷小学校
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1.本校の健康課題
「心と体の健康づくり～ 家庭を巻き込んだ保健活動～」

本校の児童は、積極的に体を動かし明るく活発であるが、忍耐力に乏しく保健衛生への関心が低い面があ
る。家庭によって温度差はあるが、子どもの健康を守る学校保健の推進のためには、家庭との連携や家庭の協
力が必要不可欠である。従って、本校の児童の心と体の健康づくりの推進に当たっては、家庭の意識の高揚を
図るためにも、家庭を巻き込んだ取組みをいかに構築していくかに重点を置く。
２.本校の健康課題に関する実態
○心と体の健康づくり
　心と体の健康づくりのために、学校と家庭がしっかりとした連携協力関係が必要である。そういう意味でも
家庭を巻き込んだ取組みをしなければならない。
◆「心の健康づくり」の実情
•全校生467名、現在のところ、いじめ、不登校児童「0」である。しかし、自己中心的な行動や情緒不安定
な行動からトラブルを起こす児童生徒が一部見られる。

◆「体の健康づくり」の実情
•体を動かすことに積極的に取組み、明るく活発な児童が多い。しかし、概して小柄な児童が多く、一方肥
満傾向の児童も少なくない。むし歯保持や治療状況、朝食欠食状況等、家庭の温度差が大きい。

3.課題解決に向けた具体的な実践計画並びに実践内容

町子どもの健康
サポート事業 報告善郷小学校善郷小学校善郷小学校

子どもの健康を守る学校保健推進計画・実践

 7月 22日

 9月 11日

 10月 2日

 10月 23日

 10月 30日

 11月 6日

12月8日～
10日

1月12日～
14日

 1月 18日

•講演会（講師： 臨床心理士冨森崇様）
※発達段階にみる子どもの心（子どもの心の理解のために）

•教養講座講演会（講師： ヨガ指導員菅野貞子様）
※基本的な運動ヨガを通した運動例(肥満傾向・運動不足児童を減らすために)
•教育心理相談会（講師： 臨床心理士冨森崇様）
※登校を渋る児童関係者の教育相談（登校を渋る児童を減らすために）
•教育心理相談会（講師： 臨床心理士冨森崇様）
※登校を渋る児童関係者の教育相談（登校を渋る児童を減らすために）
•講演会（対象： ４ ～ ６ 年生）
（講師： 認定音楽療法士石井麻里様、伊藤聡美様）
※ 音楽を通して児童の心をいやすために
•教養講座講演会（菓子店主須賀誠一様）
※お菓子作りを通しての食育（子どもの健康を考えたお菓子作りのために）
•運動教室（ 対象： １ ～ ３ 年生）
（講師： 県サッカー協会菅原秀介様、中川正樹様、山田佳佑様）
※基本的なボールを使った運動、肥満傾向児童を減らすために）
•運動教室（ 対象： ４ ～ ６ 年生）
（講師： 県サッカー協会菅原秀介様、中川正樹様、山田佳佑様）
※基本的なボールを使った運動、肥満傾向児童を減らすために）
•講演会（ 対象： １ ～ ４ 年生）
（講師： 認定音楽療法士石井麻里様、伊藤聡美様）
※音楽を通して児童の心をいやすために

実施時期 備　考実 施 事 項
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4.成果と課題
○成果
•子どもの体の健康のために、基本となる運動（ヨガ、ボール） と食べ物（お菓子）づくりを実施し、心の健
康のために、臨床心理士、音楽療法士の講演や実践活動を実施したことにより、初期の目的を達成さ
せるための大きな助けとなった。
•各事業への参加者、参加児童から、「参加してよかった」「ためになった」「またやって欲しい」等の感
想が寄せられた。達成感、満足感を味わうことができたことが伺える。

●課題
•初めての事業であり、指導者や講師等の人選、交渉等に大変苦労した。
•大きな成果を上げることができたこの事業を単年度で終了でなく次年度にも継続していきたいと考える。

5.実践を知らせるための関係資料

●講　師：臨床心理士　冨森　崇　様
●内　容
※臨床心理士による児童、関連保護者のカウンセリング、コンサル
テーション等を実施。

1 臨床心理士に講演会並びに教育心理相談会

●講　師：県サッカー協会　菅原　秀介　様
中川　正樹　様
山田　佳佑　様

●内　容
※上学年は12月に、下学年は1月に実施。
※基本的なボール運動をすることを通して、肥満傾向の児童への
運動量増指導を実施。

2 運動教室

※「あぶくま時報
　（地方夕刊紙）」
　掲載記事を転載。

中畑小学校
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1.本校の健康課題
「心と体の意識改革～児童から保護者まで地域ぐるみでの啓発・啓蒙」

本校の課題は、「きちんとした学校生活」を営めることである。「形の乱れは、心の乱れ」と言われるが、子ども
たちが「きちんとした生活」をするためには、心も体も健康でなくてはならないと考える。中でも望ましい食習慣は、
「きちんとした生活」を形成するための大きな要素と考える。食が心の安定、脳の安定をももたらすからである。
２.本校の健康課題に関する実態
○心を育てる。体を育てる。
　望ましい食生活は、心も体も育てる。このことが、きちんとした生活へつながると考える。
◆「心を育てる」の実態
•不登校「０」、保健室へ心のケアーを求め、逃げる児童「０」である。しかし、授業中に落ち着きが見られ
ない児童や集中力に欠ける児童は、どの学年においても数人いる現状にある。

◆「体を育てる」の実態
•朝食欠食児童が、平成２０年７月には、全校平均0.63％、１１月には、全校平均1.2％近く存在する。手をこ
まねいていた実態ではなく、児童への全体指導、個別指導、保護者への啓発啓蒙には努めてきている。

3.課題解決に向けた具体的な実践計画並びに実践内容

町子どもの健康
サポート事業 報告中畑小学校中畑小学校中畑小学校

子どもの健康を守る学校保健推進計画・実践

 5月 15日

 6月 28日

 7月 15日

 8月 19日

 9月 4日

 10月 5日

 11月 5日

 11月 9日

 11月 24日

 12月 21日

 1月 18日

•幼保小連携事業　第１回連携会議において意見交換
※小学校以前の心や体の生育に関する情報交換

•教育講演会「子どもの食を考える」
※「仕事をする顔、母としての顔、妻としての顔、友人としての「顔」をお持ちのフードコーディネーター　サカイ優佳子様をお迎
えし、成長期の子どもにとって「食事すること」がいかに大切かを我が子がアトピーで大変だったことを踏まえながらお話いた
だいた。

•中畑地区地域懇談会（18：30～20：30）
※第１部を幼小中高の代表者と保護者代表によるパネルディスカッション、引き続き第２部でパネルディスカッションの話題をもと
に、班別バズセッションで共通理解、共通認識持てるようにする。
※テーマは、「食育」「携帯電話」「ゲーム」など
•「体も元気になろう！」
※講師に前日本記録保持者　二瓶秀子（旧姓：雉子波秀子）先生をお迎えし、陸上競技を通して、体作りを教えていただく。

•心のケアーpart１（臨床心理士）訪問
※３学年の授業参観後、事例検討会を実施（教頭、担任、養護教諭、生徒指導主事と臨床心理士２名

•心のケアーpart２（臨床心理士）訪問
※３・４年児童に対する「アサーション療法」。
３年児童に対する箱庭を使ったプレイス。
３年児童保護者に対する心理カウンセラー。
アサーションの反省会（校長、３・４年担任、養護教諭）

•給食試食会・懇談会
※講師に福島県県南教育事務所指導主事　籏野梨恵子様をお迎えし、偏食をなくす食事の取り方など、保護者の悩みを解
消する懇談会を持った。

•心のケアーpart３（臨床心理士）訪問
※５・６年児童対象の「アサーション療法」。２事例研究会
３年児童に対する箱庭を使ったプレイス。
３年児童保護者に対する心理カウンセラー

•学校保健委員会（15：00～17：00）
※第１部では、学校の実態を踏まえ、学校歯科医師：佐久間弘様より、保護者、教職員参加のもとに、「噛むことの大切さの講
話をいただきながら、心の栄養、体の栄養に関する説話を頂く。
※第２部では、「心の栄養」「体の栄養」に関して、保護者と教職員との意見交換会をし、共通認識を持つ場とする。
•心のケアーpart４（臨床心理士）訪問
※３年児童保護者に対する心理カウンセラー
•心のケアーpart５（臨床心理士）訪問
※３年児童保護者に対する心理カウンセラー

実施時期 備　考実 施 事 項
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 1月 28日

 2月 5日

 2月 22日

•心のケアーpart6（臨床心理士）訪問
※6学年の授業参観、6年児童保護者面談、3年児童保護者面談

•心のケアーpart7（臨床心理士）訪問
※6年児童保護者面談、3年児童保護者面談
•心のケアーpart8（臨床心理士）訪問
※6年児童保護者面談、3年児童保護者面談

実施時期 備　考実 施 事 項

●演　題：「感じる食育　楽しい食育」
●講　師：フードコンサルタント　サカイ優佳子　様
●参加者：保護者１２０名（ほぼ全家庭が聴講）

●内　容
　保護者に、身近な方で女性の立場から、「子どもの食」について語ってい
ただこうと、「仕事をする顔、母としての顔、妻としての顔、友人としての顔」を
お持ちのサカイ優佳子さんに講演を依頼しました。
　仕事を持ちながら、子育てをしている。そもそも、食育の活動をするように
なったきっかけは、娘さんのアトピーがきっかけであったことなど体験を踏まえ
お話をいただいた。
　食育の大切さ、「食を五感で感じ、言葉に表すこと」など、専門家が食育
を語るような難しい話でなく、保護者に納得のいく、そして、今後の参考にな
る楽しいお話をいただいた。

1 講演会（PTA教育講演会）（専門家との連携による体（食）の健康対策）

●演　題：「噛むことの大切さ」
●講　師：学校歯科医　佐久間　弘　様、町保健福祉課 主幹　近藤　尚一　様
●参加者：保護者（PTA厚生委員及び教養委員、教職員全員）２８名

●内　容                          
•第１部　
　町保健福祉課「矢吹っ子の健康を考える連絡会」との連携のもと
実施。養護教諭より本校のむし歯予防の取組み、食育の成果と課題、
歯科食育授業の紹介などを報告し、協議を深めた。

•第２部：学校歯科医　佐久間弘様より指導講話
　「保護者が姿勢を見せることも必要です。嫌いな食品を食べる姿や
たまには一緒に歯を磨く姿など、親と子が手をつなぎながら進めていく
ことが、子ども達の気持ちを育てる事だと感じています・・・。」など自分の
経験を踏まえてお話いただいた。

2 学校保健委員会（専門家との連携による体（食）の健康対策）

●テーマ：「幼・小・中学校の役割と家庭の役割」
●参加者：保護者、民生児童委員、幼・小・中学校教員　５０名

●内　容
•第１部 ＰＴＡ会長をコーディネーターに
 中畑幼稚園長　小林　壽子　様
 中畑小学校長　大戸　祐一
 矢吹中学校長　箭内　清和　様
 をパネラーにパネルディスカッションを実施。
•第２部
　第１部での話題をもとに小グループに分かれ、それぞれの立場でバ
スセッションを実施。（小グループには、必ず、保護者、地域住民、幼小
中教員が入るように配慮した。）
※中心話題は、「食育」「携帯電話」「ゲーム」であった。

3 地域懇談会（三位一体の教育の推進・地域との連携）
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●内　容   
◆給食試食会から◆
　本校では、毎年、給食試食会を１年生保護者を対象に実施している。
　これは、入学して以来、我が子が給食ではどのようなものを食し、どのよう
な様子なのか知っていただくためである。
　この試食会で、よく言われることは、「家では野菜を食べないのに学校で
は食べていることに驚いた」「うちの子は食が細いと思っていたが、学校で
は給食をしっかり食べることが分かった」などである。
　親の新たな気づきが、今後の児童の成長に大きな礎になるものと考えて
いる。また、教職員は、この試食会で、親の偏食の多さに驚かされる。野菜を

まるっきり食べない親、肉や魚類を食しない親など様々である。このような実態を憂い、県南教育事務所籏野先
生の協力のもと、食後に懇談会を開催した。

◆懇談会から◆
●講　師 福島県教育庁県南教育事務所
 指導主事　　籏野　梨恵子　様
●内　容
　先生は、子どものうちから、食べず嫌いをなくすために、小学校の段階で
は色 な々ものを食べて味覚を育てることが大切。この日の給食のどさんこ汁
は、秋野菜が沢山入っていてとてもよかった。このようなものをどんどん食べ
させて欲しい。
　また、福島県の食のアンケートで本校の場合「副食」と「味噌汁」がとれ
ないとの課題が明確になった。そこで、簡単にとれるレシピを教えていただ
き、大変参考になった。

4 給食試食会・懇談会（三位一体の教育の推進・地域との連携）

※この写真は、果汁を入れないで、様 な々種
類のジュースを作って、保護者に体験して
いただきながら、食の選択の大切さ等につ
いてお話をいただいている場面

●対象学年：４年生  （※教育課程どおり他学年でも実施）
●題　　材：「すききらいをなくそう」

●内　容
　食べ物は「熱や力になるもの」（黄色）「血や肉になるもの」（赤）「体の
調子をととのえるもの」（緑）などに分けられることを知り、食品の働きと栄養
のバランスについて学んだ。健康を維持するためには、バランスのよい食
事をとることが大切であることを学んだ。

◆授業を展開するために◆
※この実習を実施するにあたり、衛生管理的なことは、本校の給食委託
業務に当たっている（株）メフォス福島事業部白河営業所係長鈴木
学様の事前指導を実施し、基礎的学習している。

5 授　業（管理栄養士臨地実習生と担任による食育の授業） 

※養護教諭と担任と共に児童の実態にあった教材作製、
そして、学級担任との授業打合せを実施。
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●講　師：矢吹中学校　栄養士　上遠野　朋子　様
●協　力：矢吹町食生活改善推進員の皆様、（株）メフォス

●内　容
栄養士　上遠野先生よ
り、カトラリーについてご指
導をいただき、町食生活
改善推進員の皆様の協
力のもと、テーブルマナー
は、お互いに気持ちよく食
べる事、ルールを守る事が
大切になることを学んだ。

6 ６年生テーブルマナー教室（三位一体の教育の推進・地域との連携）

●講　師：県南保健福祉事務所　生活衛生チーム　安部　雄一　様
●内　容
　私たちの身の回りには、様々な細菌が存在する。その細菌で
体に害を与えるものの一つにO－１５７がある。
　O－１５７などの細菌から
身を守るためには、手洗い
はとても大切である。手をど
のように洗えば、清潔な状
態になるのか。病気から身
を守れるのかを体験を通し
て学んだ。

7 食の安全教室（三位一体の教育の推進・地域との連携）

●講　師：前・女子１００ｍ日本記録保持者
 二瓶　秀子　様（現・二本松市立石井小教諭）

●内　容
　色 な々動きを体験させ、バランス感覚を養い、身体で覚えるこ
とがとても大切な時期である現在、子どもの健康を守るため、食
と運動を一緒に考える必要があると考える。ここでは、陸上への
関心を高め陸上を通して、健康な身体をつくることを目的に実施
した。
　走るために必要な「地面をしっかり押す」「はずむ」のポイント
を２つ説明をした。実際に腕を高く上げたり、リズムをつけながら
前進したりする動きを見せながら、児童たちと共に何度も練習を
繰り返した。

8 陸上教室「体も元気になろう」

※町食生活改善推進委員の方より、配膳を受
ける。

三神小学校
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1.本校の健康課題
「健やかな心と体を育むために」

いのちの大切さや他を思いやる気持ちを育むとともに、衛生面や性に対する正しい知識、健康的な食習慣な
ど正しい生活習慣を身につけさせることで心身共に健康な身体づくりを保護者の啓発を図りながら進めていく。
２.本校の健康課題に関する実態
○健やかな心
•明るく、素直な子どもが多いが、友達の痛みを思いやれる優しい心、困難を乗り越えられる強い心をさら
に育てていきたい。

○健やかな身体
•衛生的な生活習慣が身に付いていない子どもが見られる。
•食習慣に関しては朝食欠食率は２％程度であるが、好き嫌いが多い子どもがかなり見受けられる。
•性に関する指導の機会が少なかった。

3.課題解決に向けた具体的な実践計画並びに実践内容

町子どもの健康
サポート事業 報告三神小学校三神小学校三神小学校

子どもの健康を守る学校保健推進計画・実践

 ７月 １日

 ７月 ３日

 ７月 ２４日

 ９月 １７日

 ８月 １８日

 ８月 ２８日

 １１月 ５日

 １０月 ３０日

 １２月 ４日

 １月 １９日

•低学年授業研修会
※教師対象に性に関する指導の在り方、方法についての指導をいただく。

•授業参観「いのちのはじまり、いのちの大切さ」（低学年）
※助産師を講師に迎え、発達段階に応じた性教育、いのちの大切さを学ばせる。

•地域懇談会
※地域の幼・小・中の現状や課題、子育ての悩み等について、小グループによる討議を行い、共通認識をもてるようにする。

•学校保健委員会（２）口腔指導
※学校歯科医を講師に迎え、鼻呼吸の大切さや口腔指導のあり方について講話をいただくことで身体の健康に対する意識を
高める。

•授業「生命の誕生といのちの大切さ」（中学年）
※助産師を講師に迎え、発達段階に応じた性教育、いのちの大切さを学ばせる。

•校内事例研修会（１）
※臨床心理士を講師に迎え、アサーショントレーニング及び児童の実態に応じた支援のあり方についてのご指導をいただく。

•授業「エイズ・性の被害について」（高学年）
※保健技師を講師に迎えエイズや性の被害についての指導をいただくことにより、正しい知識を身に付けさせる。

•校内事例研修会（２）
※臨床心理士を講師に迎え、アサーショントレーニング及び児童の実態に応じた支援のあり方についてのご指導をいただく。

•PTA教育講演会「音楽を通した親と子のふれあい」
※音楽療法研究会「Largo」代表近藤美智子先生を講師に迎え、音楽を通した親と子のふれあいや子育てについて講演を
いただく。

•学校保健委員会（３）食に関する指導
※栄養士や給食の調理員の方による講話をいただくことにより、食や衛生に関する関心を高める。

実施時期 備　考実 施 事 項
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4.成果と課題
○成果
•発達段階に応じた性の指導では、専門家による具体的で分かりやすい指導を頂くことで、いのちの大
切さに気づき、自他ともに大切にしようとする気持ちが見られるようになった。特に、授業参観時に行った
低学年においては保護者からは「はじめは不安だったが大変よい授業内容で感動した。」というご意
見を頂いた。
　また、学校評価・保護者へのアンケートの結果からは「子どものいのちを大切にする心、やさしい心、
我慢強い心などが育まれている」という項目が昨年度より向上し、児童アンケートの結果からも「いのち
の尊さや社会のルールについて学ぶ機会が多い」という項目が大きく向上した。　
•他者との関わりがうまくできない児童や、問題傾向を抱える児童への指導の在り方に悩んでいる教師に
とって、アサーショントレーニングは人間関係づくりについて、児童・教師ともに学ぶ良い機会となった。ま
た、事例研修会で具体的な事例について、適切な助言を頂くことで、児童の適切な理解と指導の在り
方について学ぶ良い機会となった。
　児童アンケートの結果から、「先生は私たちの意見をよく聞いてくれる」「悩みや困ったことによく対応
してくれる」という項目が大きく向上し、教職員の自己評価の結果からも「カウンセリングマインド」を取り入
れた生徒指導を行っているという評価が昨年より向上した。
•音楽を通した親子のふれあいという演題による講演は、講師の先生の体験談をもとにした素晴らしい
話で、非常に感銘を受け、子育てについて考える良い機会となった。

●課題
•年度途中からの行事であったため、教育計画の変更や、日程の調整が大変であった。
•講師の人選については難しい面があった。

●演　題：「音楽が果たす心のやすらぎ
  ～自分の心が見えてくる」

●講　師：音楽療法士　近藤　美智子　様
●内　容
　参加者は、ピアノに合わせ、認知症予防の効果が高いジャンケン
や手を握ったり、舌を出したりしながら、糖尿病や過呼吸症候群の予
防運動をした。

2 ＰＴＡ教育講演会

●１・２年生の授業
●講　師：助産師　吉岡　利恵　様
●内　容
　助産師さんを講師に迎え、「いのちの大切さ」を学んだ。
　実際に、赤ちゃんの人形をだっこして、重さを体験したり、友達同
士で心音を聞き合って、生きていることがどういうことかを学んだ。

3 性教育の授業
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◆実践を知らせるための関係資料◆

※「あぶくま時報（地方夕刊紙）」掲載記事を転載
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1.本校の健康課題
「スポ－ツ障害とスポ－ツ外傷の予防と対応」

けがにより、保健室を訪れる生徒の大半は、保健体育の授業や部活動によるものである。予防すれば防げる
もの、それ以上悪化させない処置、治療によっては、大会での良い成績も期待できる。
また、発達段階に応じた運動があると考える。
そこで、このことを生徒に理解させ、自ら実践できるようにさせれば、スポ－ツ障害や外傷も減り、ひいては、心身

ともに健康な生徒の育成につながると考える。
２.本校の健康課題に関する実態
けがによる保健室利用状況は、４月～２月までで８９２人である。５月、６月、９月の部活動の大会などが盛んな
時期に利用する生徒が多かった。一生懸命すればするほど、けがが多いのが現状である。
日本スポ－ツ振興センターの申請は、年間約５０件であり、その内、体育と部活動の場合が３５件であり、７０%と
なっている。
3.課題解決に向けた具体的な実践計画並びに実践内容

町子どもの健康
サポート事業 報告矢吹中学校矢吹中学校矢吹中学校

子どもの健康を守る学校保健推進計画・実践

 ６月 ２６日

 ６月 ３０日

 ７月 ７日

 １１月 １１日

 １１月 ２５日

 ２月 9日

 ２月 12日

•第１回学校保健委員会
※講師にラソラックス鍼灸整骨院長　小林光幸様をお迎えし、「矢吹中生の健康について考える」と題して保護者と生徒が一
緒に学校保健委員会を開催した。

•第１部では、生徒会保健委員会が今年度の健康診断の結果から生徒の健康状態の報告。
•第２部で小林様より、疲労骨折やオスグット、野球肘などスポーツ障害の予防策についてご指導。
•生徒は、部活動県大会を前に最後まで真剣に聴講できた。
※参加者は、生徒の保健委員、生徒会、PTA厚生委員、県大会出場の部活動の部長・副部長、教員　他

「スポーツ障害とスポーツ外傷の予防と対応」の実際①
講　師：菊池辰夫医師、阿部直樹トレーナー
※健康診断（血液をとって生徒の血液の流れを調べた、不整脈）
※けがの予防について、足の形、かかど、つまさきをみて走法が間違っていないかの診断
※講話「栄養、感染症予防の講義、水分の補給」

「スポーツ障害とスポーツ外傷の予防と対応」の実際②
講　師：菊池辰夫先生、阿部直樹トレーナー
対　象：中体連県大会出場部活動の生徒
※ストレッチの仕方や、けがの予防について、足の形、かかど、つまさきをみて走法が間違っていないかの診断

「スポーツ障害とスポーツ外傷の予防と対応」の実際③
講　師：阿部直樹トレーナー
対　象：中体連県大会出場部活動の生徒
※運動部の生徒を対象に演習を交えて講話をいただく。
整形外科の医師より、講演をいただく。

PTA教育講演会並びに第２回学校保健委員会
※福島大学　川本和久先生をお迎えし「勝利への伴走者」と題して講演をいただく。
※参加者は、全生徒、PTA

「スポーツ障害とスポーツ外傷の予防と対応」の実際④
※運動部の生徒を対象に演習を交えて講話をいただく。
整形外科の医師より、講演をいただく。

「スポーツ障害とスポーツ外傷の予防と対応」の実際⑤
※運動部の生徒を対象に演習を交えて講話をいただく。
整形外科の医師より、講演をいただく。

実施時期 備　考実 施 事 項
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矢吹中学校
●演　題：「矢吹中生の健康について考える」
●講　師：ラソラックス鍼灸整骨院長　小林　光幸　様
●内　容

•第１部では、生徒会保健委員会が今年度の健康診断の結果から生徒
の健康状態の報告。
•第２部で小林様より、疲労骨折やオスグット、野球肘などスポーツ障害の
予防策についてご指導。
•生徒は、部活動県大会を前に最後まで真剣に聴講できた。

1 学校保健委員会（専門家との連携による体の健康対策）

●テーマ：「スポーツ障害とスポーツ外傷の予防と対応」
 ●講　師：第1回 医　　　　　師　菊池　辰夫　様
   スポーツトレーナー　阿部　直樹　様
  第2回 医　　　　　師　菊池　辰夫　様
   スポーツトレーナー　阿部　直樹　様
  第3回 スポーツトレーナー　阿部　直樹　様

※菊池医師による診察

※阿部スポーツトレーナーによるストレッチ法の伝授

2 講義及び講習（専門家との連携による体の健康対策）

●演　題：「勝利への伴走者」
●講　師：福島大学人間発達文化学類教授　川本　和久　様

●内　容
　陸上競技を例に挙げながら、物事に臨むにあたっては「やるぞ」と決心
することが最も大切で、頑張った分だけ相応の結果が出ると語った。ま
た、中学生の体づくりには考えた食生活も重要であると指摘した。

3 教育講演会（専門家との連携による体の健康対策）
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4.成果と課題
○成果
•けがの予防に対する意識が高まり、数も減少した。
　昨年（平成２０年度は４月～１２月まで）のけがによる保健室来校者は７５９名だったのが、平成21年
度は、７０４名に減少した。
　また、日本スポーツ振興センター申請状況として、昨年（４月～１２月）までの申請した数は４６件だった
のが、今年は、３５件とやや減少している。
•心の面では、川本和久先生の講演を聞いて、①努力の尊さ、②目標を持つことの大切さ、③あいさつの
大切さ等を理解し良い方向に実践しようとしている生徒が多く見られるようになってきた。
•栄養のバランス等、食事面に注意して健康な体づくりを目指そうとしている生徒が増えてきた。

●課題
•けがの予防に対する意識が高まってきているが、限りなくゼロに近づけるために意識の低い生徒、安全
面の配慮に著しく欠ける生徒をどのようにして高めるかが課題である。
•生徒の行動から心の成長が見られる反面、まだまだ生活の様子を見ていると、思春期であるとはいえ、
思いやりに欠ける生徒や粗暴な言葉遣いをする生徒が見られるのをどのようにして学校の教育活動全
体で指導するかが課題である。
•栄養面では、若いので当然味が濃いものを好む傾向にあるが、生活習慣病予防等を考えた場合、今
から少しずつ理解と実践をさせなければならないと考える。まだまだ、栄養のバランス等に気をつけた食
事を頭では理解できるが実践できないのが課題である。

◆実践を知らせるための関係資料◆

※「あぶくま時報（地方夕刊紙）」掲載記事を転載。
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